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1. はじめに
ビジネスのスピードが加速し、グローバル競争も激化
する中で、ビジネスにおける IT の利用はいうまでもな
く不可欠となっている。

昨今では、デジタルトランスフォーメーションに注目
があつまり「IT の浸透が、人々の生活をあらゆる面で
より良い方向に変化させる」と提唱されている。それ
によればデジタル化の第 1 フェーズでは、IT 利用によ
る業務プロセスの強化、第 2 フェーズでは IT による
業務の置き換え、第 3 フェーズでは業務が IT へ、IT
が業務へとシームレスに変換される状態であると言わ
れる。

このような時代において、IT はビジネスと融合し、ビ
ジネスサービスに IT サービスが統合される。それは
IT がビジネスと切り離し不可能な要素となっているこ
とを示し、IT からの価値を効果的に生む仕組みを組織
が確立していなければならないことを意味する。

つまり、IT はビジネスによってガバナンスされなけれ
ば、価値、リスク、資源の３つをビジネス変化に合わ
せてタイムリーに最適化できないのである。

今、IT をガバナンスすることが、どれだけビジネスに
とって重要かお分かりだろう。

2. IT ガバナンスとは
IT ガバナンスの国際規格 ISO/IEC38500:2008 をベース
とした JIS Q 38500:2015 によれば、IT ガバナンスの目
的及び規格の目的は次の通りである。

IT ガバナンスの目的
「全ての組織で IT の効果的、効率的及び受入れ可能     
(※１) な利用を促進する」

規格の目的
● 組織の IT ガバナンスで信頼を獲得できることをス
テークホルダーに保証する

● 組織の IT ガバナンスの利用について経営者に対す
る情報提供及び指針を与える

● IT ガバナンスの客観的評価の基盤を提供する

※1 合理的又は有益であるとして示される可能性があ
るステークホルダーの期待を満たすこと

そして IT ガバナンスは、次のようなことに適用するこ
とができる。

「組織によって使われる IT サービスに関係したマネジ
メントプロセス及び意思決定」
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また、この規格では IT ガバナンスとは次のように定義
されている。

「組織を支援するために IT の利用を評価すること及び
指示すること、並びに計画を遂行するためにこの IT 利
用をモニタすることに関係する。これには組織におけ
る IT の利用に関する戦略及び方針を満たすこと」

そしてこの IT ガバナンスの責任は、経営者にある。

3. IT ガバナンスのモデル
経営者は３つの職務によって IT をガバナンスする。

a.  現在及び将来の IT 利用について評価する
b.  IT 利用が事業の目的と合致することを確実にする
ために計画及び方針の準備及び実施を指示する

c.  方針への適合及び計画の実績をモニタする

4. 評価―指示―モニタ
評価において、経営者は以下のことをする。
● 組織の IT ガバナンスで信頼を獲得できることをス
テークホルダーに保証する

● 現在及び将来の IT 利用について調査し、戦略、提
案及び供給の手配を含み判断する

● 技術的変化、経済的・社会的傾向、政治的影響などの、
ビジネスの遂行に影響を与える外部又は内部の圧
力

● 現在及び将来のビジネスニーズ
● 戦略及び提案の特定の目的の評価、及び競争の優位
性の評価を含む
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指示において、経営者は以下のことをする。
● 計画及び方針に関する責任の割り当て
● 計画及び方針の準備及び実施の指示
● プロジェクトの運用への移行が適切に計画され管理
されていることを確実にする

● 管理者からときを得た情報の提供、方向性への適合
による、組織の良好な IT ガバナンスの文化の醸成

● 必要な場合、特定されたニーズを取り扱う承認のた
めの提案を提出するよう指示する

モニタにおいて、経営者は以下のことをする。
● 適切な測定システムによって IT の実績をモニタす
る

● 実績が計画どおりかを、特定の事業目的に関して再
認識する

● 外部からの義務 ( 法律、規制、慣習法及び契約 ) に
適合し、また、内部の業務手順に沿っていること
を確認する

5. IT ガバナンスの指示によるサービ
スマネジメントの実践
さて、ITIL® のようなサービスマネジメントの取組みで
は、価値の実現や資源やリスクの最適化はできないの
でしょうか？ ITIL® にはサービス品質管理の側面と価
値の創出の側面があるので、ITIL® だけで十分に価値の
実現や資源の最適化ができると思われるかもしれな
い。しかし、IT ガバナンスによる評価 - 指示 - モニタ
がなければ、個別のシステム単位やサービス単位、も
しくは組織単位では価値の実現や資源の最適ができる
かもしれないが、組織全体で見たときには部分最適化
されていて、全体最適化ができていないと考えられる。

そのために、これまで見てきたように経営者の視点か
ら全体を総合評価し、サービスマネジメントに対して
適切な指示を出す必要がある。この指示はサービスマ
ネジメントへの戦略や方針を伝達し、サービスマネジ
メントはそれに従って計画、構築、実行、モニタし、
モニタの結果を経営者に伝える。

このモニタによって、IT ガバナンスからの経営者の指
示がサービスマネジメントに正しく伝わり、それが実
現されているのかを検証することができる。

2017 年 5 月号



-3-
Copyright © 2008-2017 DIG2 Solutions Co. Ltd. All rights reserved.

6. まとめ
本稿で述べたように、経営者による IT ガバナンスがな
いと、ビジネスニーズや外部や内部の状況に応じた、
組織全体における価値、リスク、資源の最適化ができ
ない。もし競合他社が IT ガバナンスによる仕組みを確
立し、タイムリーにビジネスと IT を統合し、価値の実
現、リスクや資源の最適化ができるような体制となっ
ていた場合には、明らかに競争力を低下させることに
なる。

今後、デジタルトランスフォーメーションによりビジ
ネスと IT がシームレスに統合される世界では、ビジネ
スによる IT のガバナンスは不可欠であり、ガバナンス
の仕組みの確立は急務である。
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